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5．むすび
1．はじめに

2005年に行われた税制改革の議論で注目された項目としては、所得税における定率減税の廃止や三位一体改革に伴う地方税改革が挙げられるだろう。小泉政権ではなされないが社会保障財源としての税目として消費税に関する議論も活発になされた。これらの税項目はマクロ的な数値も大きく、経済に対する影響も大きく注目を浴び易い。いまだ決着はついていないが、2005年の税制改革の項目としてわれわれの日常生活に密着したものとしては酒税制度の改革があるだろう。

2005度の政府税制調査会（以下、政府税調とする）では第3のビールに対する課税強化とビールに対する減税が検討されている。政府税調は、酒税について酒類の生産や消費の変化に応じて税制の中立性や公平性を確保しつつ酒税の分類の簡素化を図り酒類間の税負担格差を縮小する見直しを検討している。

数年前に第2のビールとして発売された発泡酒は、ビールと風味は変わらないが原料が異なるために酒税の税率が従来のビールよりも軽くなるために価格が安く消費者に高く評価された。その後、昨年にはエンドウ豆を原料とし、第2のビールよりも税率が低い第3のビールが発売され、これもまた消費者から高い評価を得た。このことにより、ビールの消費量は減少し、第2、第3のビールの消費量が伸びるために、税収の落ち込みが懸念され、政府としても酒税改革に取り組み始めたといえよう。

政府が意図する酒税改革に対しては、酒類業界から技術革新を阻害する要因であるとして、消費者からは家計を直撃するとの批判が多い。今回の酒税改革の議論によって酒税に対して興味を持ったというケースも多いだろう。第2のビールが発売されるまで酒類製造において、酒税制度の隙間を通すような技術革新がなされることが無かったこと、また制度そのものが複雑であったために酒税制度についての議論はあまりなされなかったといえる。

酒税制度を公平、中立、簡素という租税原則に則して考えれば、より簡素化が求められるのではないだろうか。また、われわれに密着した税目であることから改革の影響としては、家計への影響が最も興味のわくところであろう。そこで本稿では、今後の酒税制度改革として考えられる簡素化について様々なケースを想定し、改革が所得階級別の家計へどのような影響を与えるのかについてデータを用いてシミュレーション分析をおこなうことにした。

簡素化というシミュレーション分析を最終目的とするにあたって、まず、どのようなことでこれまでの酒税制度が複雑になっていたのかという歴史的な背景も探ることにした。また、酒税の課税分類が原料や製造方法によって異なることに着目し、価格理論の一つである補完財、代替財の分類に課税分類が適用できるのかについてもデータを用いて明らかにする。それでは第2章よりこれまでの酒税制度の歴史的な背景について見ていくことにしよう。

2．これまでの酒税制度について 

2-1　酒税制度の変遷 

酒税制度はわが国が租税国家として体制固めをするために重要な役割を果たし、戦前は地租と並んで国家税収を支えてきた。戦後は終戦直後の一時期を除いてだんだんと比重を下げ、消費税導入によって間接税の中でもその役割を再検討する時期にきている。表１はこれまでのわが国の酒税制度の沿革をまとめたものである。表１において課税方式に着目すれば、表中の①から⑥ということになる。
表１　酒税法制の変遷
	年
	時代区分
	課税方式等

	～1872
	①営業免許税時代
	封建領主から付与された特権に対する対価としての営業免許税制度

	1872～1896
	②営業免許税時代及び
間接消費税併用時代
	明治4　　「清酒，濁酒，醤油醸造鑑札収与並ニ収税方法規則」

	
	
	明治8　　酒造税則　　

	
	
	　　　　　　免許税→酒造営業税

	
	
	明治13　 改正酒類造石税　

	
	
	　　　　　　改正酒造営業税

	1897～1937
	③造石間接税時代
	明治29　 酒造税法

	
	
	　　　　　　混成酒造法→明治34　酒精及び酒精含有飲料税法

	
	
	　　　　　　自家用酒造法→明治31　廃止

	
	
	明治31　 アルコール分に対する加重税率

	
	
	明治34　 麦酒税法

	1938～1961
	④蔵出間接従量税時代
	昭和13　 支那事変特別税法

	
	
	昭和15　 酒税法

	
	
	昭和18　 級別課税


	
	
	昭和19　 酒税法改正

	1962～1987
	⑤蔵出従価税併用時代
	昭和37　 酒税法改正

	
	
	　　　　　　明治31年から続くアルコール分に対する加重税率廃止

	
	
	　　　　　　アルコール分に対する単純比例税率制度

	
	
	昭和39　 自己飲用梅酒の解禁

	1988～
	⑥消費税併存時代
	昭和67　 酒税法改正

	
	
	　　　　　　従価税制度の併用と級別課税制度の廃止


出所）三木（1994）430~434ページより作成
まず①は営業免許税時代である。当時は、酒造者の造石数百石につきいくらという方式で課税されていた。従って、現在行われているような消費者に転嫁されることを前提とする間接税の形態にはまだなっていなかった。

②は営業免許税及び間接消費税併用型時代である。新規開業に対する営業免許料と稼人を課税標準とする外形標準的営業税である免許税に加えて、醸造税が導入された。これは明治8年の酒造税則で酒類売上代金が課税標準となった。明治13年には、改正酒類造石税となり、造石数に応じて課税される従量税方式に切り替えられた。

しかしこのような並存方式は相次ぐ酒税増税のため維持できなくなり、③の造石間接税時代では明治29年に酒造税法が制定された。これにより酒類に対する免許税が廃止され、酒類に対する課税は造石税に一本化された。この時期は明治29年に混成酒税法により混成酒が課税対象となった。明治34年には、麦酒税法によりビールが課税されるようになり、増税と同時に課税対象の拡大が行われていった。

混成酒造法は明治34年の酒精及び酒精含有飲料税法に統合廃止されたが、この酒税は一石アルコール1度あたり75銭の割合で課税されるというアルコール度数課税を採用していたことは注目されるだろう。明治29年には自家用酒税法が制定された。これにより自家用酒類を白酒、濁酒、焼酎に限定するとともに、高額所得者の自家用酒造は禁止されることになった。しかしながら、相次ぐ酒税増税はこのような緩和措置でも酒造業者を納得させることができず、結局明治31年に廃止され、自家醸造の全面禁止時代に入っていくことになった。

④は蔵出間接従量税時代である。昭和19年の酒税法改正により造石税方式は廃止され、蔵出課税方式に一本化されるようになった。この時期は昭和18年に各種類に級別が設けられ級別課税が採用された。級別課税方式は戦後になっても公定価格制度を背景に維持されることになった。シャウプ勧告も酒税に対しては「全く酒類は今日の日本では特に重い税に適したものである。それは贅沢品である。煙草にも更に増して、酒類は富裕者の特別消費税であり、特にそれ自身、所得税、法人税の脱税の道である会社の催す豪華な宴会で消費されるものである。」として取り締まりが一段と強化されてしまった
。
昭和35年まで続いた価格統制が終わると、酒の中に高額な商品が現れ始める。従来の従量税方式だと高額の価格にしめる酒税負担率はどうしても相対的に低くなり不公平なことになる。このような理由を根拠に高級酒に対する従価税制度を採用し昭和37年に酒税法が改正されていくことになり、⑤の蔵出従価税併用時代に入っていく。蔵出従価税併用時代では、明治31年から続いていたアルコール分に対する加重税率が廃止されアルコール分に対する単純比例税率制度に変更された。従価税制度の導入は公定価格の廃止、酒の自由化に対応した改正である。その狙いは輸入酒に対する国産酒保護策であったといえるだろう。なぜなら、従価税の対象となる高級種の大部分が輸入酒であったからである。その後、昭和39年には自己飲用梅酒の解禁が認められた。

⑥は消費税併存時代である。昭和63年の改正では、国産酒を保護し、酒税をいたずらに複雑化してきた従価税制度の併用と級別課税制度を廃止した。昭和63年は日本に一般消費税が導入されるという大きな税制改革がなされたが、消費税導入により酒にも消費税という一種の従価税が適用されることになった。この改正により同一酒類には同一税率が適用されることになったのである。その意味で酒税制度の簡素化に向けてかなり前進したといえよう。しかし、酒類間の税率にはなお大きな格差があり、完全に内税されているために消費者には納税が自覚されないという不合理な税率等は十分に再検討されることはなかった。再検討がされずにいたために、酒税は安易な増税手段として利用されるという欠陥を残しているのである。特に、平成6年度のビールを中心とした酒税の引き上げはその典型的な例といえるだろう。
戦前ではビールは高級酒として認識されていたことが現在でも影響を及ぼして高い税率が課せられている。現在、ビールを高級酒として認識している消費者は少数派であり、アルコール度が低いという特性と飲みやすさから言っても大衆酒として認識されるほうが多数派であろう。ビールに対する認識が変化しているにもかかわらず旧来の認識で課税する現状は改革が求められるであろう。
酒税は改革によっても内税であるということから消費者に関心があまり持たれないという欠点がある。この欠点について、吉田(2000)は、「酒税は、本来日清、日露戦争の戦費調達や官営工場の拡大等の財政需要の拡大のために、酒類消費の背後にある担税力と課税上の容易さに着目して課税されてきた」としている
。次節では、酒税が複雑になっている理由について見ていくことにしよう。

2-2 現行酒税制度と問題点

　酒税とは、酒税法（昭和28年2月28日法律第6号）に基づき、酒類に対して課される国税のことである。酒税は消費税と同様に、間接税と流通税に分類されている。表２は酒税を製造方法によって分類し、その代表的な種類を表したものである。

表２　酒税の分類
	分類
	概要
	例

	醸造酒
	果実や穀類を原料としてこれをアルコール発酵させたもの
	清酒・ビール・果実酒類・ワイン

	蒸留酒
	大麦、葡萄、さとうきびなどを原料とし、アルコール発酵させたものを、さらに蒸溜して度数を増したもののこと。
	焼酎・ウィスキー類・スピリッツ類

	混成酒
	醸造酒や蒸留酒に香料・草根木皮・糖質などを加えたもの
	合成清酒・みりん・リキュール類


出所）サントリー(2005)『お酒・飲料大辞典』より作成。　
酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの
、または溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むものとされる。酒類は製法上、醸造酒、蒸留酒、混成酒の3種類に分類されており、清酒、合成清酒、焼酎、みりん、ビール、果実酒類、ウィスキー類、スピリッツ類、リキュール類、及び雑酒の10種類に分類される。またウィスキー類はウィスキーとブランデーに分解され、他にも果実酒類やブランデー類なども各品目に分類されるため、計10種類11品目となる。

　現行酒税制度は酒類を一律に同一基準で課税するのではなく、上記で述べた10種類、11品目にそれぞれ異なった税率、さらには同一酒類でもアルコール度数に応じて異なる税率を適用するという極めて複雑な制度となっている。現行の税率はこのような観点から表3のようになっている。
　表3　酒税の税率
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出所）財務省『酒税に関する資料』(平成17年4月現在)より作成
三木(1994)は、「このような、複雑な税率構造の最大のメリットは間接税の逆進性を薄めることができるというものである。すなわち、酒を一律に課税するのではなく、高級酒には高負担、大衆酒には低負担となるように税率構造を設ければ、逆進性をさけることができる」と述べている
。
表3を見れば、高級酒が高負担、大衆酒が低負担と必ずしもなっていないことがわかるであろう。とりわけ、ビールの税負担が高いことは明らかであろう。ビールがこのように高率なのは、歴史的にわが国のビールは舶来酒として高級酒と解されてきたことに原因がある。しかしながら、現在においてかつてのようなビールに対する認識は大きく変化している。今日、ビールは低アルコールで大衆酒と化しており、過去の合理性はもはや通用しなくなっている。しかし現在にいたるまでビールに対する課税が増税の財源としてされるのは、納税義務者が大企業で徴収が容易であることと、完全に内税されて消費者の目に見えなくされているからにほかならない。

表２を見てばわかるように酒税制度は、分類基準がきわめて不合理となっている。表2の分類表が大まかな分類であるが、さらに細かく見ると、例えば原酒混和率が10%以上だとウィスキー類になり、未満だとスピリッツ類に分類している。また現在、問題となっているビールと発泡酒も酒税法で麦芽比率と使用原料、この2つの面から分類される。
ビールは、水とホップ以外の原料における麦芽の使用比率が、66.7%（3分の2）以上と決められて、さらに他の原料についても使用できるものが限られている。発泡酒は、ビールと同じく麦芽を原料とし、麦芽の使用比率が、66.7%未満ならば、発泡酒という。こうした分類はわれわれ消費者保護の分類ではなく税率適用のための分類となってしまっている
。

酒類間の税率差を決定する基準の合理性が必ずしも明確ではない。ビールと発泡酒の税金は麦芽の使用量で決まり、発泡酒の税金は麦芽の使用量が50%以上、25～50%、25%未満で税率に差がある。現行の1キロリットルあたりの税額はビールが222,000円、発泡酒の麦芽の使用量50%以上も222,000円、25～50%が178,125円、25%未満が134,250円である。われわれに身近な350ml1缶の場合、課税金額は、麦芽の使用量25%未満の発泡酒が46円99銭、ビールが77円70銭となり、税金だけで1缶あたり30円71銭の差となる。この酒税の差が消費者にとっての安さの原因となっている。
酒税制度の問題点を見てくると、現行の酒税制度は分類や税率に不合理な点が見られるといえよう。しかし酒類は世界市場で流通する財である。これまでわが国での酒税制度の不合理さを指摘してきたが、世界レベルではどうなっているのであろうか。わが国の酒税制度は特殊な分類に入るのかを見るために、次節では諸外国の比較を見ていくことにする。
2-3 諸外国との比較
　図１は蒸留酒を100とした場合の主要国のアルコール1度あたりの酒税額指数を表したものである。
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出所）ビール酒造組合(2005)『日本のビール・発泡酒と税』より作成。
図1　主要国のアルコール1度あたりの酒税額指数(蒸留酒＝100とした場合)

図１を見て真っ先に目立つことは、日本のビールにかかる税率が国際的に見ても突出して高率・高額であることである。アメリカと比較すると約10倍、ビールの本場といわれるドイツと比較すると約20倍という高額になっている。
欧米では、ウィスキーなどの蒸留酒には高い税率、ビールやワインなどの醸造酒には低い税率をかけるのが一般的となっている。一方で日本ではビールが最も高い税率を課せられている。この高い税率がかけられるために日本のビールの価格は世界レベルでも高額に位置する。ビールはアルコール度数が低いことと味覚の手軽さが手伝って、消費量が多い。消費量が多いことは酒税の負担額も応じて高くなる。ビールを多く消費する家計が負担する酒税額は、他の酒類と比べて、突出して高額になっていることになる。日本におけるビール課税の現状は、広く薄く負担を求めるという一般消費税の理念に反しており、著しく公平性を欠いているといえるだろう。

3．経済理論的に見た酒類の消費

　２章では酒税税率が製造方法や原料によって異なっていることが制度を詳しく見ることで明らかにされた。異なる税率を課す原因の１つとして高級であるかどうかが基準になっているようである。所得が高ければ高級酒、低ければ低級酒を消費するということが消費傾向として見られるのであれば、課税方式としては垂直的公平を意識したものといえる。所得の高さと酒類の消費傾向に相関がなければ現行の課税方式は水平的公平を意識した方向に改革が迫られるであろう。そこでこの節では所得の高低と酒類の消費に相関があるかどうかを価格理論に出てくる「上級財・下級財の考え方」にデータを用いて検証していくことにする。
　ある財の価格が一定であれば、通常は所得が増加するにしたがってある財への需要量は増加する。このような財を上級財という。財の種類はこれだけではなく、所得が増加しても需要が増加しない財も存在し、中立財という。例としては、つまようじや、トイレット・ペーパーがあげられる。所得の増加とともに需要が減少する財も存在する。このような財を下級財という。例としてはマーガリンや白黒プリンタなどがあげられる。下級財が存在するときにはそれに応じた上級財が存在することが条件となる。マーガリンのケースではバターであるし、白黒プリンタのケースではカラープリンタである。
　酒税の課税が原料や製造方法によって異なっているというのは高級であるのか否かであるかに依存している。価格理論的な視点でみると、上級財であるのか下級財であるのかということになる。西村（1995）に従えば、上級財として１級酒、下級財として２級酒ということになる
。本稿では上級財として清酒、下級酒として焼酎を例にとってこれら２財についてデータを用いて検証することにした。検証するにあたって、先行研究である森（2001）、林（1995）を次節で紹介することにしよう。
3-1先行研究
森（2001）は年齢が上昇するにつれて酒類に対する選好が異なるのではないかという問題意識のもとに毎年の『家計調査年報』（総務省）の消費額に関するコーホート・データを作成することによって検証している。

森(2001)は、個人の年齢別食糧消費を、1979年以降1996年の期間で推計したものでありその品目は、(ⅰ)主食類、(ⅱ)魚・肉類、(ⅲ)青果物、(ⅳ)アルコール飲料、(ⅴ)豆腐等伝統的加工食品、の５つに分けて推計している。
この中のアルコール飲料の推計結果としては、「清酒は1980年初めの頃は30歳台以上中・高年層で多く、20歳台前半の若年層では極端に少なかった。その後清酒の家計消費が全体的に減るなかで、25歳から39歳までの若い層の消費はドラスティックに減少し、他方60歳台以上の消費は変わっていないので、若者と高・老年層の差はきわめて画然としてきた。日本酒はいまや年寄りの飲み物で、若い人は少なくとも家庭では日本酒は飲まなくなったと言えそうである。他方ビールは若い人の飲料である、より性格にはであった。1980年代の初め、消費のピークは25歳から39歳までで、40歳をこえると漸減し、60歳以上は30歳台のほぼ3分の1に落ちた。しかし中・高年層も次第にビールを飲むようになり、1990年代央には50歳台の高年層も若い人に劣らず、というよりはむしろすくなくとも20歳台の若者より20～30%以上も飲むようになっている。」と結論を出している
。
森（2001）の分析結果を見ると、日本のビールに対する高い税率は低所得である若年層にとっては重税ということになるだろう。
林(1995)は『家計調査年報』の全世帯データに基づく各消費項目の支出額に毎年の総世帯数を乗じて消費項目ごとの支出総額を求め、各間接税を消費項目に対応させて合計したものを支出総額で割り消費項目ごとの間接税負担率を算出した。さらにこの消費項目ごとの間接税負担率を、各年の勤労者標準世帯の年間収入階級別消費額し所得階級別の間接税負担を求めている。
結果として酒税のところで逆進性の面では「酒税の負担が反映される食料費の税負担が高く、低所得者ほどこれらの負担率が高いことに起因している。」とありすべての結果をまとめると「わが国の個別間接税体系は、シャウプ勧告当時に意図されたぜいたく奢侈品課税による分配面の考慮はほとんど機能していないといえる」としている
。

3-2　『全国消費実態調査』を用いた検討
　本節では、清酒と焼酎の間で上級財と下級財の関係が成立しているのかを『全国消費実態調査』を用いて検証する。『全国消費実態調査』は5年に1度行われる調査の結果であるが、毎年に調査結果が出る『家計調査年報』よりかなり細かいデータを入手することができる。本稿では平成11年のデータが最も新しいデータとして用いることにした。図２は所得階級別の清酒と焼酎の消費が所得に占める割合を示したものである。
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出所）『全国消費実態調査』（総務省）平成11年度版より作成。
図２　所得階級別酒類消費割合 (焼酎と清酒)

　
図2を見るといわゆる高級酒として位置づけられている清酒は所得階級別にみると高所得者は低所得者より消費していることがわかり、また反対に低所得者は高所得者と比べてより安くアルコールも満たされる焼酎の割合が高くなっていることがわかる。このことよりミクロ理論的に言い換えると、高所得者になれば低所得者に比べ高価な清酒の需要量が増加し一方で安価な焼酎の需要量は減少する。反対に、低所得者になれば、高所得者に比べ安価な焼酎の需要量が増加し、一方で高価な清酒の需要量は減少している。これより清酒と焼酎には上級財と下級財の関係があることがデータから明らかになった。
　

４．酒税制度改革のシミュレーション

　以上、歴史・制度を整理してくると現状の酒税法は分類基準や税率が複雑化している。そこでここからは、中立性、公平性を確保しつつ簡素化するモデルを提示する。

まず１つ目のケースとして、酒が健康を害するという観点から単純にアルコール度数に税率を課す方式(健康重視型)である。2つ目のケースとして、課税数量に応じて多いものには低税率を、少ないものには高税率を課す方式(累進型)である。いまひとつのケースとしては、2つ目ケースである累進型とは逆の方式であり、課税数量の多いものには高税率を、少ないものには低税率を課す(戦時戦費調達型)方式である。最後の戦時戦費調達型は名前こそ現在の時流にあわないが、もともと戦時に取りやすいところから税金をとるという意識が酒税制度にあったことからこの名前をつけた。

3つのケースで酒税を簡素化した場合に家計に与える負担率をデータもちいてシミュレーション分析をする。また現行のケースとシミュレーションケースとで租税負担率にいかなる差がでてくるかを分析することにする。
　4-1　間接税改革についての先行研究

先行研究として酒税を消費税と捉え、村澤・湯田・岩本(2005)らの所得階級別の負担額を計測し、消費税増税による超過負担額を推計する分析手法と、実際の酒税改革を行っている三木(1994)の分析を参考にする。

　村澤・湯田・岩本(2005)は消費税を現行の5％から増税が行われる際に、軽減税率を適用するべきかどうかを効率性と公平性から判断している。彼らは『家計調査年報(総務省)』の年間収入5分位階級別の10大消費項目別別の消費支出の時系列データにより、家計の需要関数を所得階級別に推計をおこない、消費項目別の間接税の実効税率を計測している。その上で所得階級別の負担額を計測し、消費税増税による超過負担額を推計している。結果として、「軽減税率なしで消費税率を、10％にする改革とそれと等税収で軽減税率を導入する改革を比較すると、功利主義的な社会的厚生関数のもとでも、軽減税率を導入する政策の方がより高い社会的厚生をもたらす」としている
。

三木(1994)によると、‘アルコール度数課税をベースにした逆従質・累進蔵出課税制’を提唱している。これは、「酒類を問わずすべてそのアルコール度数に応じて負担を求めるものであり、この方式だと、伝統的に密造酒対策として低く抑えられてきた焼酎の税率が大幅に引き上げられることになるが、消費税と併存時代の酒税に最もふさわしい構造である」とされるアルコール課税方式をベースにした上でこれまで述べてきた諸問題を合理的に解決する方向を示している
。
具体的にはアルコール度数課税に、①逆従質課税方式・②累進蔵出課税方式を併用する案である。この組み合わせで良質酒、及び中小業者に対する競争中立性を確立すべきではないかと考えている。①は当該酒類にとって望ましい原料を用いた良質酒の税負担を、粗悪な原料を用いた低コストの酒よりも安くする方法である。良質で高級な酒の酒税負担を高めるという従質課税の逆でここではさし当たり『逆従質課税』と呼んでおく。そして酒の質を向上させる方向に酒税が組替えられねばならないとおもわれるが、これだけだとやはり大企業がコストの面で有利になり、中小は高品質の酒をあきらめ、大手への桶売り化する恐れがある。そこで、②の方式も併用すべきであろう。②の本質は『コストの安いものに高税率を課し、競争を公正なものにすること』である。確かに、これを単純に適用すると『合理化に務める意欲が失われる』という批判をうけることになるが、三木はこれを①と組合わせることによってそうした弊害を緩和しようというものである
。
このようにアルコール度数課税に①②を併用することにより諸問題を補いつつ簡素化するといったモデルとなっている。三木(1994)は以上の見解をふまえてより具体的なモデルを示している。それは「まずすべての酒類に対してアルコール度1度あたりの基準税率を設ける。この基準税率を蔵出量に応じて累進化する。その上で、当該酒類の原料として望ましいものだけを用いた場合の軽減税率を設けるというものである。」としている
。
これが三木(1994)の考える「アルコール度数課税をベースにした逆従質・累進蔵出課税制」のモデルである。
4-2データと推定方法

酒類データについては、財政金融統計月報(2005)租税特集より「酒税の課税状況」を用い、消費データについては、『家計調査』の「年間収入五分位階級別・１世帯当たり年間の品目別支出金額，購入数量及び平均価格（全世帯）」の平成16年のデータを用いた。

　推定方法は、推計する酒類を高級酒から大衆酒としてウィスキー、清酒、焼酎、ビールの4品目と特定し、それぞれの酒税額に換算し実際に簡素化したデータを家計調査の年間数量に乗ずることにより現行の税率と比較してみる。

　分析手法として以下のケースⅰ～ケースⅲを挙げる。
(ケースⅰ)健康重視型

単純にアルコールごとに乗ずる。その際の税率はアルコール度数×0.5

(ケースⅱ)累進型

　　　　　課税数量に応じて逆に税率を課す。

(ケースⅲ)戦時戦費調達型

　　　　　課税数量に応じて税率を課す。

　さらにケースⅰ～ⅲそれぞれの酒税負担率を平成16年度の『家計調査年報』の「年間酒類購入数量」を用いて推計することにする。

　また現行のケースとケースⅰⅱⅲのⅠ～Ⅴ分位の所得階級の合計とを比較して租税徴収率も見てみる。
4-3　分析結果
まずは、現行のままでのⅠ～Ⅴ分位に酒税負担率を見てみる。
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出所）『家計調査年報』平成16年度版より作成。
図３　現行の酒税負担率
これは、Ⅰ～Ⅴ分位の所得階級別の4品目の酒類購入数量に現行の酒税率を乗じ、4品目中での酒税負担率を推計したものであるが、図3を見ると現行のケースだとビール、焼酎、清酒、ウィスキーの順に負担率に大きく差があるのがわかる。

　ではケースⅰの健康重視型の推計を見てみる。ケースⅰでは単純にアルコール度数に乗じ、その際現行のアルコール度数の0.5倍で推計することにする。表3を見るとウィスキー、清酒、焼酎、ビールのアルコール分1度当たりの酒税額はそれぞれ10.225円、9.367円、9.924円、44.4円となっている。これにアルコール分の0.5倍を乗ずると、酒税額はそれぞれ、204.5円、70.25円、124.05円、111円となった。所得階級別購入数量での酒税負担率を推計すると図4のようになった。
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出所）『家計調査年報』平成16年度版より作成
図4　(ケースⅰ)健康重視型の酒税負担率

ケースⅰの場合ではウィスキー、清酒、焼酎、ビールの負担率の差はさらに広がったものとなった。

次にケースⅱを見てみる。ケースⅱでは課税数量に応じて逆に税率を課すというもので累進型と名づけた。これは財務省(2005)の酒類年間課税数量から多いものの酒税を安くし少ないものの酒税を高くするというものである。

表4　4品目の酒税額に乗ずる値
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出所）財務省(2005)『財政金融統計月報』「租税特集」より作成。
課税数量はビールが最も高く、ウィスキーが最も低いのがわかる。ここで近似値に0.1倍した値の逆数をとることでケースⅱの累進型が達成される。さらに計算していき最終的にはウィスキー220%、清酒22%、焼酎22%、ビール5%の値を算出した。この値を現行の酒税額に乗じ、負担率を見てみると、

[image: image7.emf]0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

Ⅰ～Ⅴ分位

％

ウィスキー 清酒 焼酎 ビール

出所）平成16年度家計調査年報より作成
図５　(ケースⅱ)累進型の酒税負担率

ケースⅱだと現行の場合やケースⅰとはうって変わって、負担率はウィスキー、焼酎、ビール、清酒の順になった。さらに低所得者にとっては負担率の低い改革といえる。高所得者ほどウィスキーを多く購入するため「税金は金持ちから取る」といった政策であるとも言えるであろう。

　最後に、ケースⅱの逆で課税数量に応じてそのまま税金をかけるといった、まさに戦時中の戦費調達のような「取れるところから税金を取る」というケースⅲを考えてみる。

表５　4品目の酒税額に乗ずる値

[image: image8.emf]ウィスキー 清酒 焼酎 ビール

1 1 1 1

220 22 22 5

計算２ 0.0045 0.045 0.045 0.2

％ 0.45% 4.5% 4.5% 20%

×10 4.5% 45% 45% 200%

逆数


出所）財政金融統計月報(2005)「租税特集」財務省編636号より作成

課税数量はケースⅱで示したとおりビールが最も高く、ウィスキーが最も低い。ケースⅲではケースⅱの値を用いて最後の値の逆数を乗ずることでケースⅲの戦時戦費調達型の値を算出し表5となった。この最後の値を現行の酒税額に乗じ負担率を見ると、
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出所）平成16年度家計調査年報より作成
図６　(ケースⅲ)戦時戦費調達型の酒税負担率

ケースⅲになるとやはり取れるところから取っているので最も多く消費されているビールの負担割合が突出していることがわかる。

最後に現行のケースとケースⅰⅱⅲのⅠ～Ⅴ分位の所得階級の合計を見てみてみよう。合計すると、水平的に徴収できているのは、ケースⅱの累進型であることがわかる。しかし、租税徴収率は4つのケースの中で最も低いといった問題がある。その点ケースⅲだと水平的には徴収できていないが、租税徴収率は4ケースの中でも最も高い結果となった。
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出所）平成16年度『家計調査年報』平成16年度版及び、財務省(2005)『財政金融統計月報』「租税特集」号より作成
図７　Ⅰ～Ⅴ分位の酒税額の合計

５．むすび

本稿では、これまでの税制改革の議論の中であまりスポットが当てられることがなかった酒税制度改革について分析をおこなった。酒税負担は我々の生活に密着した間接税でありながらも内税となっていることと制度が複雑になっていることからあまり関心がもたれることがなかった。しかしながら課税価格が低い第２、第３のビールが開発されることにより2006年の税制改革においても議論の対象となった。本稿では複雑な酒税制度の原因を歴史的な背景を見ることから明らかにし、特にビールに対する課税は他の酒類への課税とはかなりバランスを欠いたものであることを指摘した。

政府税調は、酒税について酒類の生産や消費の変化に応じて税制の中立性や公平性を確保しつつ酒税の分類の簡素化を図り酒類間の税負担格差を縮小する見直しを検討していることはよい方向への改革であると支持できる。

また本稿では、現在のところでは決定していない酒税改革に対して独自のケースを考案し、所得階級別の酒税負担に関するシミュレーション分析を行うことで、改革の方向を示すことにした。シミュレーション分析の結果からもやはり、現行制度ではビールに対する課税が極めて突出していることがわかった。ビールの消費は他の酒類の消費額を圧倒しており、このことから垂直的公平を妨げるものであるといえよう。

近年はビールに取って代わってより大衆的で安価な発泡酒、さらには第三のビールが売り上げを伸ばしてきている。こうした高売り上げの続く中、ついに小泉内閣はビールに対する減税、発泡酒・第三のビールに対する増税が議論されている。ビールに対する減税は今のビールの高税率からすれば妥当であるが、第三のビールや発泡酒の増税は低所得者層からすれば厳しいものとなるであろう。

もし、戦時戦費調達型的な考えのもとで、安易な増税手段として酒税を捉えるのであれば、妥当といえるだろう。しかし、また制度の隙間をねらった技術革新が生まれることになれば、発泡酒・第三のビールの増税が続けばビールの二の舞になるであろう。政府税調は今後の技術革新はほとんどないものと考えているようである。

本稿の分析からは、酒税制度改革の方向としては消費者にわかりやすく、酒類によって税率表を変化することなく簡素化する方向がよいといえる。とくにビールに対する税率は家計負担額を考慮に入れると大幅に低く設定し、垂直的公平を意識した制度設計が望まれるといえるだろう。
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